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本日の会議に付した事件 

 

                        平成３０年第３回山元町議会定例会 

                        平成３０年８月３１日（金）午前１０時 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 提出議案の説明 

日程第 ４ 報告第１１号 専決処分の報告について（工事請負契約金額の変更） 

日程第 ５ 報告第１２号 専決処分の報告について（工事請負契約金額の変更） 

日程第 ６ 報告第１３号 専決処分の報告について（工事請負契約金額の変更） 

日程第 ７ 報告第１４号 専決処分の報告について（工事請負契約金額の変更） 

日程第 ８ 報告第１５号 専決処分の報告について（工事請負契約金額の変更） 

日程第 ９ 承認第 ５号 専決処分の承認を求めることについて（訴えの提起について） 

                                             

午前１０時００分 開 議 

議 長（阿部 均君）ただいまから、平成３０年第３回山元町議会定例会を開会します。 

      これから本日の会議を開きます。 

      本日の議事日程は、お手元に配布のとおりです。 

〔議事日程は別添のとおり〕 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第１．会議録署名議員の指名を行います。 

      会議録署名議員は、山元町議会会議規則第１２４条の規定によって、８番大和晴美君、

９番遠藤龍之君を指名します。 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第２．会期の決定を議題とします。 

      事務局長に、お手元に配布しております会期日程案を朗読させます。 

事務局長（武田賢一君）はい、議長。会期日程案、月日、曜日、会議別、内容の順に朗読いたしま

す。 

      ８月３１日、金曜日、本会議、会議録署名議員の指名、会期の決定、提出議案の説明、

議案審議。 

      ９月１日、土曜日、２日、日曜日、３日、月曜日、休会。 

      ９月４日、火曜日、本会議、会議録署名議員の指名、一般質問。 

      ９月５日、水曜日、本会議、会議録署名議員の指名、一般質問。 

      ９月６日、木曜日、本会議、会議録署名議員の指名、議案審議。 

      同日、決算審査特別委員、委員会構成。 

      ９月７日、金曜日、決算審査特別委員、全体審査。 

      ９月８日、土曜日、９日、日曜日、休会。 

      ９月１０日、月曜日、１１日、火曜日、１２日、水曜日、１３日、木曜日、１４日金

曜日、決算審査特別委員、全体審査。 
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      ９月１５日、土曜日、裏面をご覧ください。 

      １６日、日曜日、１７日、月曜日、休会。 

      ９月 18 日、火曜日、常任委員会。 

      ９月１９日、水曜日、本会議、会議録署名議員の指名、議案審議。 

      以上です。 

議 長（阿部 均君）お諮りします。 

      本定例会の会期は、会期日程案のとおり、本日から９月１９日までの２０日間にした

いと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。 

      本定例会の会期は、本日から９月１９日までの２０日間に決定しました。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから、議長諸報告を行います。 

      事務局長に、お手元に配布しております報告書を朗読させます。 

事務局長（武田賢一君）はい、議長。議長諸報告。 

     １．議会閉会中の動向 

      ６月２９日、仙南・亘理地方町村議会議長会議が開催され、出席しました。 

      ７月４日、愛知県蒲郡市議会議員が視察研修のため訪れ、出席しました。 

      ７月５日から６日、仙南・亘理地方町村議会議長会主催による常任委員長研修会が開

催され、出席しました。 

      ７月１１日、全国町村議長会主催による議会広報クリニックが開催され、議員３名が

出席しました。 

      ７月１７日から１９日、亘理地方町議会議長会正副議長視察研修のため、高知県、四

万十町、黒潮町を訪れました。 

      ７月２４日から２５日、宮城県町村議会議長会主催による議員講座が開催され、議員

１１名が出席しました。 

      ７月２６日、亘理郡内経済関係団体との意見交換会が開催され、出席しました。 

      ７月２７日、議会ＩＣＴ化と「開かれた議会」議員研修会が開催され、議員４名が出

席しました。 

      ８月３日、亘理名取地区市町議会連絡協議会議員研修会が開催され、議員１３名が出

席しました。 

      ８月３０日、宮城県町村議会議長会主催による町村議会議員研修会が開催され、議員

１３名が出席しました。 

      （総務民生常任委員会） 

      ６月２７日、７月１０日、７月２３日、８月７日、８月２１日、委員会が開かれまし

た。 

      （産建教育常任委員会） 

      ６月２７日、７月１０日、８月６日、８月２８日、委員会が開かれました。 

      （議会広報・広聴常任委員会） 

      ６月２８日、７月９日、７月１９日、８月９日、委員会が開かれました。 

      裏面をご覧ください。 
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      （議会運営委員会） 

      ６月２１日、７月１２日、８月２９日、委員会が開かれました。 

      （全員協議会） 

      ７月２０日、８月２１日、８月２８日、協議会が開かれました。 

     ２．請願（陳情）の受理 

      陳情１件が提出され、これを受理したので、その写しを配布しております。 

     ３．長送付議案等の受理 

      町長から議案等２４件が提出され、これを受理したので、その写しを配布しておりま

す。 

     ４．質問通告書の受理 

      議員８名から一般質問の通告があり、これを受理したので、その写しを配布しており

ます。 

     ５．監査、検査結果報告書の受理 

      監査委員から例月出納検査、財政援助団体監査が提出され、これを受理したので、そ

の写しを配布しております。 

     ６．説明員の出席要求 

      本定例会にお手元に配布のとおり、説明員の出席を求めております。 

     ７．その他特に報告すべき事項 

      町長から工事請負契約締結の報告書が提出され、これを受理したので、その写しを配

布しております。 

      以上です。 

議 長（阿部 均君）これで議長諸報告を終わります。 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第３．提出議案の説明を求めます。 

      この際、今定例会に提出された議案等２４件を山元町議会先例６７番により一括議題

といたします。 

      町長齋藤俊夫君、登壇願います。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。改めて、おはようございます。 

      本日ここに平成３０年第３回山元町議会定例会が開会され、平成２９年度の各会計の

決算認定を初めとする提出議案をご審議いただくに当たり、最近の町政の動向と各議案

の概要についてご説明申し上げますので、議員各位の一層のご理解を賜りますようよろ

しくお願い申し上げます。 

      震災復興計画の最終年度である平成３０年度がスタートして半年近くが経過いたしま

した。創造的な復興創生に向けた取り組みは、着実に成果を上げながら進んでおり、町

内各地では町に活力を与える企業等の立地や操業再開が進められているほか、ことし春

には沿岸部に整備された大規模農地で一斉に営農が再開されるなど、なりわいの再生が

進み、復興のステージはにぎわいづくりや心の復興へと軸足を移しつつあります。 

      町内各地では猛暑にも負けず、ことしもさまざまなお祭りやイベントが開催されてお

り、先月２１日に開催された亘理山元商工会主催の「すきですやまもと２０１８」を皮

切りに、２８日には「坂元神社夏祭り」、２９日には「八重垣神社お天王さん祭り」な

ど、町を代表するお祭りが盛大に開催されたほか、今月に入ってからもつばめの杜地区
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や桜塚地区の夏祭など、各行政区のお祭りが相次いで開催されております。 

      各会場では、多くの住民の方々のご参加のもと、さまざまな催しが行われるなど、例

年にも増して町民の皆様の活気と笑顔が満ちあふれており、復興の歩みと呼応するよう

に、年々盛り上がりが大きくなってきていると感じているところであります。 

      一方で、全国に目を向けますと、この夏の台風発生数が昨年を大幅に上回っているこ

とに加え、過去の経験が通用しない大雨などの大災害などもふえております。 

      特に、７月に発生した西日本豪雨災害では建物や道路などの生活基盤に甚大な被害が

出たほか、一月を過ぎた今もなお多くの方々が不自由な生活を余儀なくされております。

不幸にして亡くなられた方へのご冥福を心からお祈りいたしますとともに、被災地の一

日も早い復旧を心より祈念いたします。 

      町の対応といたしましては、これまで人的支援を含め多大なご支援をいただいたこと

に、微力ではありますが恩返しをしたいという思いから、水の支援要請があった愛媛県

上島町に対し、町が備蓄する５００ミリリットルのペットボトル３，０００本を支援物

資として発送したほか、被災された方々の救済及び被災地の復旧に役立てていただくた

め、愛媛県八幡浜市を初めとする５つの市に対して、町を代表して私からお見舞い金を

お渡しさせていただいております。 

       また、今年度人的支援をいただいております派遣元自治体の被害状況等を勘案しな

がら対応を検討し、愛媛県西予市と兵庫県穴粟市の２名の職員に一時帰庁をしていただ

き、災害対応に当たってもらっているほか、県から派遣をいただいている職員１名につ

いても県の派遣チームの一員として岡山県の災害廃棄物処理の支援に従事していただき

ました。 

      ことしの西日本豪雨では、避難情報の伝達の重要性及び自治体の危機管理のあり方に

ついて改めて課題が浮き彫りになったと考えております。 

      西日本豪雨では、早くから大規模な災害が予想されていたことから、気象庁は前代未

聞の規模で、１１府県１８６市町村に対し大雨特別警報を発表し、繰り返し危機感を伝

えていたところであります。 

      しかしながら、報道によりますと、避難情報の発信が遅れた市町村が一部あったほか、

受け取る側の住民においても過去の経験に基づく根拠のない楽観論に加え、ダム等の施

設への過剰な信頼、避難勧告、避難指示等の理解が不十分であったこともあり、避難が

遅れ、大きな被害につながってしまったと報じられているところであります。 

      今回のような被害があった際に思い起こすのが危機管理の要諦の１つである「空振り

は許されるが見逃しは許されない」という言葉であります。この言葉は、災害対応にお

いて時機を失してしまい、見逃しや手遅れになることがないよう、早目の避難行動を呼

びかけ、結果として災害が起こらなかった場合でも空振りでよかったと言えるよう、住

民と町の間で考えを共有、定着させていくことが肝要であることを示したものでありま

す。 

      しかし、西日本豪雨においては、想定外の災害であったことに加え、先ほど申し上げ

たような非常時における危機管理のあり方への認識のギャップも相まって対応が後手に

回った事例も多く見受けられたところであります。 

      今後とも想定外の事態と向き合わなければいけない時代ではありますが、東日本大震

災を経験した私たちにはもう想定外の災害という考えはないはずであり、今回の災害を
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対岸の火事とすることなく、町民の命と安全を最優先に考え、空振りを恐れず、早目早

目の避難行動を行えるよう、今後とも徹底してまいりたいと考えております。 

      それでは、東日本大震災からの復興創生に向けた最近の取り組みについてご報告申し

上げます。 

      初めに、被災した沿岸部のコミュニティー施設の復旧状況についてですが、町では沿

岸部のコミュニティー施設の復旧を後押しするべく、県補助金等を活用し、各行政区が

実施する復旧工事に係る費用を助成しており、これまでに花釜区、中浜区、磯区の施設

が完成しております。 

      このたび牛橋区で建設が進められてきた区民会館が完成したことから、今月５日、地

元行政区長等、関係者ご列席のもと落成式が開催されました。新しい区民会館は、安全

確保上の観点から、より安全な内陸に移転新築し、２階建てで延べ床面積約３００平方

キロメートルの建物には、地域コミュニティーの再生に向け、子供たちの学習スペース

や２階部分に備蓄倉庫などを兼ね備えた活動拠点施設となっております。 

      なお、残る笠野地区のコミュニティー施設についてもこの秋には供用を開始する見込

みであり、これらの施設を核に地域の交流がより一層推進されるものと期待していると

ころであります。 

      次に、昨年１０月下旬に発生した台風２１号の被害に係る災害復旧の進捗状況につい

てですが、８月末の工事発注状況は、被害箇所数２５０カ所のうち２４９カ所となって

おり、１７９カ所において工事が完了しております。残る工事につきましても今年度末

までに完了する見込みでありますが、一日も早い災害復旧に向け、引き続き全力で取り

組んでまいります。 

      なお、昨年の台風被害に関する一連の対応を振り返り検討を進めてきた町内土木・水

道業者との災害時応援協定については、協議が整ったことから、今月２４日、協定の締

結式をとり行ったところであります。 

      本協定により、緊急時の初動体制の強化が図られ、災害時の迅速かつ的確な対応が可

能となるなど、町民の安全安心な生活基盤の確保に向けて地域の防災力がさらに高まる

ものと期待しております。 

      次に、復興公営住宅の家賃減免に係る本町の対応についてですが、本町におきまして

は、被災者の生活再建の現状や今後の住宅行政の財源確保の見込み等を踏まえ、今年度

は家賃の引き上げを行わないこととしたところであります。その後も他市町の対応情報

の収集、意見交換などにより、家賃減免について検討を進めてまいりましたが、被災者

に対する支援の継続が必要との観点から、家賃減免を継続することに決定いたしました。 

      なお、減免の継続期間については、認定月額が８万円以下の特別低減事業対象世帯は、

住宅管理開始から５年目までの一定減免をさらに５年間延長し、また、入居後３年経過

し、認定月額が１５万８，０００円を超える収入超過世帯については、住宅管理開始か

ら１０年間近傍同種家賃への家賃割り増し分を減免いたします。 

      町内各地の道路等整備事業の動向について申し上げます。 

      初めに、復旧・復興事業に伴う町道の大規模補修事業についてですが、８月末時点で

町道２０路線、総延長約２３キロメートルのうち約２２キロメートルの補修が完了し、

約９７パーセントの進捗となっており、一部の区間を除きおおむね計画どおり工事が完

了しております。 
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      県道相馬亘理線改良工事につきましては、既に工事が進められている坂元川及び戸花

川橋梁部、新浜地区に加え、福島県境から町道上平磯線にかけての約１，２００メート

ルの区間については、年度内の供用開始を目指し、今月からは舗装工事に着手している

ところであります。 

      また、笠野地区周辺の安全対策については、既に築堤工事が開始され、今年度中の完

成を目指し、計画的に工事が進められているところであり、平成３２年度末までの完成

に向け、整備が進められている常磐自動車道の４車線化工事につきましては、既に着手

している橋梁など主要構造物の整備に加え、４月から本体工事に着手しているとのこと

であります。 

      次に、笠野地区の畑地を会場に先月２１日から３１日にかけて開催した「やまもとひ

まわり祭り」についてですが、県内最大規模となる約６ヘクタールの畑に約１８０万本

のヒマワリが咲き誇り、期間中は天候にも恵まれたことから、約１万人の来場があり、

町内はもとより、仙台や他県ナンバーの車両も多く見られました。また、期間中の土曜

日、日曜日には、町内事業者によるイチゴを使用したかき氷等の販売も行われ、会場は

訪れたお客様のたくさんの笑顔であふれるなど、大変好評をいただいたところでありま

す。 

      次に、沿岸部の土地利用の正常化と大区画圃場による営農の効率化に向けた山元東部

地区農地整備事業の進捗についてですが、今年度から北は牛橋地区から南は磯地区まで、

約１５２ヘクタールの水田で一斉に営農が再開されたほか、畑についても順次営農が再

開されており、我が町の基幹産業である一次産業の振興がより一層図られるものと期待

しております。 

      また、農地整備事業、山元東部地区で集積、再配置される非農用地の整備については、

農地整備事業では換地先の造成等が実施できないことから、事業を進めるための財源の

確保が課題となっておりました。 

      これまで複数年にわたり復興庁と粘り強い協議を続けてまいりましたが、このたび自

主利用を希望する民有地の集積区域の造成費用について復興交付金の活用が認められた

ことから、今議会に用地造成のための補正予算案をご提案させていただいております。 

       本事業の実施により、山元東部地区の整序化が一層進むものと考えており、山元東

部地区の早期事業完了を目指し、引き続き全力で取り組んでまいります。 

      次に、企業誘致等の状況についてですが、真庭区に建設が進められてきた仮設建物の

賃借、製作、販売などを手がける東海リース株式会社の仙台配送センターが完成し、去

る６月１４日、開所式がとり行われ、運用が開始されたところであります。 

      同社は、配送エリアを全国に展開する東証２部上場企業でありますが、主に東北地方

を管轄区域とする本センターの立地に当たっては、当町が仙台圏に近く、かつ国道６号

や常磐自動車道のインターチェンジ等、充実したインフラを有し、関東方面も見据える

ことができること等が大きな決め手であったと伺っており、非常に喜ばしく思うととも

に、同社の今後ますますの業績向上を期待するところであります。 

      また、新浜別荘地への進出が予定されている太平洋ブリーディング株式会社の関係に

つきましては、さきの第２回定例会において進出予定地の用地買収に係る予算をご可決

賜り、地区説明会や漁業従事者等への説明を経て、現在地権者の方々との用地交渉に着

手しております。 
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      今後は、町民の代表であります議員の皆様とともに、関連施設を視察し、安全安心を

確認するとともに、早期の立地協定締結を目指し、鋭意地権者の方々との交渉に当たっ

てまいり所存であります。 

      さらに、つばめの杜地区の商業用小区画において建設が進められている歯科医院につ

きましては、着々と準備が進み、現在は基礎工事が行われており、本年１１月ごろの開

院を心待ちにするところであります。 

      町といたしましても、新たな企業等の立地は、雇用の場の確保や地域経済の活性化、

若者の定住促進などにつながり、町の持続的な発展や住みよいまちづくりに大きな力と

なるものであることから、今後とも積極的に企業誘致に取り組んでまいります。 

      次に、にぎわいと活気にあふれるまちづくりに向け、坂元地区の商業施設用地に建設

する農水産物直売所についてですが、さきの第２回議会定例会において落札業者との工

事請負契約議案をご可決賜り、去る４月１０日、阿部議会議長や区長、施設建設検討委

員会の方々のほか、関係機関、設計・施工業者などが出席し、工事期間中の安全と早期

完成を願う安全祈願祭がとり行われたところであります。 

      現在は、基礎工事を進めているところであり、来年２月のオープンを目指し、引き続

き全力で工事に取り組んでまいります。 

      また、ソフト面の準備も着々と進んでおり、山元町をイメージできることや農林水産

物直売所をイメージできることなどを要件として公募を行った施設の名称について、選

考の結果、「やまもと夢いちごの郷」とすることに決定いたしました。 

      選考に当たっては、交流拠点施設検討委員会での審査・採点を踏まえ、これまでの町

の産直施設としての知名度や特産品であるイチゴを前面に出すべき等の意見を踏まえて

決定したものであり、地域の方々に身近で親しみのある利用しやすい施設となるよう期

待するところであります。 

      また、施設の運営については、公設民営方式を採用し、株式会社を設立の上、施設全

体の運営を担うことしておりますが、会社組織の概要が固まったことから、設立当初の

役員の方々による設立準備会議を経て、一昨日、会社設立登記を行ったところでありま

す。 

      会社概要をご紹介いたしますと、会社の名称、商号でございますが、これは「株式会

社やまもと地域振興公社」、発行可能株式総数は、町が保有する４，０００株及び公募

による１，０００株を合わせた５，０００株を上限としております。 

      なお、株式会社への出資希望者の動向を把握するため、事前調査を実施したところ、

個人や企業、関係団体等を合わせて１，０００株を達する見込みであり、計画どおりの

出資が得られるものと見込んでおります。 

      また、施設への出荷者の募集状況については、７月３１日現在で農林水産物を中心に

７２名の方から申し込みがあったところであり、今後は年間を通じて出荷量が安定する

よう、時期的なバランスも考慮しながら、不足品目の充足を目指すとともに、出荷者組

織の設立を行う予定であります。 

      産直施設の安定運営には、会社や関係機関の力だけでなく、地域の皆様のご愛顧が必

要不可欠でありますことから、今後とも議員各位を初め、地域の皆様のご理解とご協力

をぜひともお願いいたします。 

      次に、医療福祉関係の動向についてですが、去る７月１０日、相互協定を締結する宮
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城病院、山元町、亘理町との意見交換会が開催されました。安心して暮らせるまちづく

りの推進を図るため、平成２８年度に三者間で協定を締結してから、ことしで３年目を

迎えますが、両町からの要望により、昨年度から東北大学病院の小児科医が週３回宮城

病院に派遣され、診療のほか、育児健診、相談も行うなど、着実に地域医療の強化が図

られてきております。 

      町といたしましても、大切な医療資源である宮城病院を守っていきたいという思いか

ら、今後とも病院と連携し、さまざまな事業を展開するとともに、町内の事業所等と協

力し、宮城病院周辺の環境美化活動についても継続して実施してまいります。 

      また、県保健福祉部発行の「データからみたみやぎの健康」において、平成２７年度

の本町男性の健康寿命が県内第１位であることが発表されましたので、ご紹介いたしま

す。 

      健康寿命とは、健康上の問題がない状態で日常生活を送れる期間のことで、当町では

８１．０４歳となっており、県平均７９．６１歳を上回る結果となりました。 

      この結果は、これまで保健師、栄養士を中心に長年地道に取り組んできた「男前ダン

ベル教室」や「男性料理教室」等の健康増進事業が実を結んだものであり、今後もさら

なる健康増進を目指し、引き続き全力で取り組んでまいりたいと考えております。 

      次に、定住促進事業についてですが、平成２０年度の制度創設以来、前年度末時点に

おいて２００世帯、５４３名の転入者をお迎えいたしました。今年度も７月末時点の実

績で１２世帯、３９名の転入者を迎えており、本町の定住促進に大いに成果を上げてい

るところであります。 

      また、昨年度から実施しております「お試し移住・交流促進事業」については、「Ｎ

ＰＯ法人ＧＲＡ」による宿泊施設（ミガキハウス）のほか、今年度京都在住で本町に縁

のある建築士の方が花釜区に建築されたログハウスを活用し、仕事体験を通した地域住

民の方々との交流事業や町の魅力探しなどの人と人とのつながりに重点を置いた事業を

本格的にスタートしております。 

      今月３日に東京で開催した交流会には３５名の参加があったほか、２０日からは「一

般社団法人ふらっとーほく」と「株式会社燦燦園」を実習先とした大学生のインターン

シップを開始しており、さまざまな活動や体験を通じて本町の魅力を感じていただける

ものと期待しているところであります。 

      また、来月からは町の魅力を実感し発信していただく第２回「山元取材ツアー」の実

施を予定しており、９月開催分については既に定員に達するなど、昨年度に引き続き大

変好評をいただいております。 

      町といたしましては、こうした新たな取り組みを通じてこれまで力を入れて取り組ん

できた定住促進、子育て支援事業との相乗効果により、本町へのさらなる移住、定住を

力強く推進してまいりたいと考えております。 

      次に、ふるさと納税についてですが、平成２７年９月の制度拡充後、今年度で４年目

を迎えておりますが、さらなる制度の充実を図るべく、来月５日から全面的なリニュー

アルを実施いたします。今回のリニューアルでは、お礼の品の価格帯をこれまでの１万

円から７万円までの全４コースから１万円から１５万円までの全６コースに見直し、お

選びいただく商品もこれまでの７０種類から８４種類へと大幅に拡充いたしました。 

      また、参加業者数も新たに１事業者が加わって全２７事業者となり、シャインマスカ
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ットの１区画栽培・収穫チケットを初め、桃やトマト、バームクーヘンなど、参加業者

にご協力いただき、可能な限り充実に努めたところであります。 

      町といたしましてもお礼の品が充実することにより歳入増加のみならず、魅力的な特

産品を全国に広くＰＲすることで、地場産業の活性化や交流人口の拡大に大いに寄与す

るものと期待しているところであります。 

      次に、岩沼市、亘理町、山元町の枠組みで協議を進めてまいりました消防広域化につ

いてですが、来年４月１日から新たな組織で運営をスタートすることで協議が整ったと

ころであります。新たな消防組織の名称は、「あぶくま消防本部」となり、岩沼消防署

に本部が設置されますが、亘理消防署並びに亘理消防署山元分署についても現行どおり

存続いたします。 

      今回の広域化に伴い、災害時等の初動体制や応援体制が強化されるほか、本部機能を

一元化したことにより、人員の集約・効率化が図られ、現場署員の増強や効果的な人事

ローテーションが可能となるなど、組織力が大幅に向上し、当町を含む関係市町の安心

安全な生活がより一層充実するものと期待しております。 

      なお、今議会において広域化に伴う一部事務組合の規約の改正並びに新たな組織の設

立準備に係る補正予算案をご提案させていただいておりますので、特段のご配慮をお願

いする次第であります。 

      最後に、児童生徒にとってよりよい学びができる環境をつくることを目的に検討を進

めている町内小中学校の学校再編についてですが、住民アンケートの分析結果等を踏ま

え、これまで再編検討委員会で協議した結果、中学校については早期に１学校区に再編、

小学校については、中学校再編後児童数の推移等を見据えながら、目標年を設定した上

で、将来的に１学校区として再編するという一定の方向性がまとまったところでありま

す。 

      このことを踏まえまして、今月３日から５日にかけて各小学校区単位で住民説明会を

開催したところ、さまざまなご意見をいただいたところであります。いただいた意見の

中では、クラス替えできる児童生徒数を確保することで競い合える環境が生まれ、学力

向上につながるという意見やより多くの仲間づくりができるといった賛成の意見が多く

見られたものの、一方では、地域の伝統が子供たちに伝わらなくことへの懸念や通学に

時間を要してしまうことへの懸念など、課題も浮かび上がってきております。 

      また、今月１日から２０日までの日程でパブリックコメントも実施しておりますので、

それらの意見も踏まえ、今後検討委員会や教育委員会での協議を経て、最終的な方針を

まとめてまいります。 

      以上、これまでの我が町の復興創生に向けた各種の事業取り組みについてご報告申し

上げました。引き続き町の復興推進に向け、チーム山元一丸となり、全力で取り組んで

まいりますので、議員各位におかれましてもなお一層のご理解とご協力を賜りますよう、

よろしくお願い申し上げます。 

      それでは、本定例会においてご審議をいただく各種議案の概要について、順を追って

ご説明申し上げます。 

      初めに、報告・承認関係について申し上げます。 

      報告第９号平成２９年度決算山元町健全化判断比率について及び１０号平成２９年度

決算山元町公営企業資金不足比率については、監査委員の意見を付して議会に報告する
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もの。 

      報告第１１号から１５号までの専決処分の報告については、復旧復興事業に伴う町道

の舗装補修工事について、施工内容や数量等に変更が生じたことに伴い変更契約を締結

いたしましたので、これを報告するもの。 

      また、承認第５号については、中浜地区土砂採取事業に伴う犬塚遺跡の埋蔵文化財発

掘調査業務において、事前の協議により事業者が経費を負担することで合意を得ており

ましたが、報告書作成業務の段階に入り、契約締結及び経費の支払いを拒否する文書が

町に届けられたことから、これらの意思表示と支払いを求め、訴えの提起を行ったもの

であります。 

      次に、平成２９年度各会計の決算認定について申し上げます。 

      決算認定をお願いするに当たりましては、監査委員からの審査意見書並びに事業ごと

の成果資料もあわせて提出しておりますので、ご参照願います。 

      それでは、認定第１号平成２９年度山元町一般会計歳入歳出決算認定について申し上

げます。 

      本会計の決算額は、歳入総額約２０９億６，０００万円、歳出総額は約１８３億９，

０００万円となり、歳入から歳出を差し引いた形式収支では２５億７，０００万円余の

黒字決算となりました。 

      一昨年度に町内３カ所の新市街地整備やＪＲ常磐線の復旧を初め多くの復興事業が完

了したことから、歳入歳出ともに大幅な減額となっており、歳入では対前年度比６６．

９パーセント、歳出では６７．７パーセントとなっております。 

      また、翌年度に繰り越しすべき財源は約１３億円であり、これを差し引いた実質収支

額は１２億７，０００万円余であります。この実質収支額のうち、法令に基づき２分の

１以上に相当する額の約６億４，０００万円を財政調整基金へ積み立てしたものであり

ます。 

      認定第２号平成２９年度山元町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について

申し上げます。 

      本会計の決算額は、歳入総額約２１億２，０００万円、歳出総額は約２０億１，００

０万円であり、差し引きでは１億円余の黒字決算となりました。 

      前年度と比較しますと、歳入で対前年度比９７．９パーセント、歳出で１００．３パ

ーセントとなっております。この決算剰余金のうち法令に基づき２分の１以上に相当す

る額の６，０００万円を財政調整基金へ積み立てしたものであります。 

      認定第３号平成２９年度山元町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について申

し上げます。 

      本会計の決算額は、歳入歳出とも総額約１億５，０００万円であり、差し引きでは１

００万円余の黒字決算となりました。 

      前年度と比較しますと、歳入では対前年度比１０８パーセント、歳出で１０９パーセ

ントとなっております。この決算剰余金につきましては、翌年度に全額を繰越金として

処理し、平成３０年度本会計の補正予算（第１号）の歳出予算において一般会計への繰

出金として措置しております。 

      認定第４号平成２９年度山元町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について申し

上げます。 
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      本会計の決算額は歳入総額約１３億４，０００万円、歳出総額は約１２億９，０００

万円であり、差し引きでは５，０００万円余の黒字決算となりました。 

      前年度と比較しますと、歳入で対前年度比１０３．２パーセント、歳出で１０４．４

パーセントとなっております。この決算剰余金のうち、法令に基づき２分の１以上に相

当する額の２，６００万円を介護保険事業基金へ積み立てしたものであります。 

      認定第５号平成２９年度山元町水道事業会計決算認定について申し上げます。 

      初めに、収益的収支について申し上げます。収益総額は４億４，０００万円余、これ

に対する費用総額は３億７，０００万円余で、差し引き５，０００万円余の純利益とな

りました。 

      資本的収支につきましては、支出総額２億６，０００万円余、これに対する収入総額

は１億２，０００万円余で、差し引き財源不足額の１億４，０００万円余は、当年度分

損益勘定留保資金等で補てんしたところであります。 

      認定第６号平成２９年度山元町下水道事業会計決算認定について申し上げます。 

      初めに、収益的収支について申し上げます。収益総額は６億６，０００万円余、これ

に対する費用総額が４億６，０００万円余であり、差し引き１億９，０００万円余の純

利益となりました。 

      資本的収支につきましては、支出総額約４億９，０００万円余、これに対する収入総

額は約２億７，０００万円余で、差し引き財源不足額の２億１，０００万円余は、運転

資金として借り入れた企業債及び過年度分損益勘定留保資金等で補填したところであり

ます。 

      次に、予算外の議決議案について申し上げます。 

      議案第３９号山元町町税条例の一部を改正する条例については、生産性向上特別措置

法が平成３０年６月６日に施行されたことから、所要の改正を行うもの。 

      議案第４０号亘理地区行政事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び亘理地区

行政事務組合規約の変更については、平成３１年４月１日から岩沼市消防本部及び亘理

地区行政地区組合亘理消防本部の消防広域化が開始となることに伴い、同組合規約を変

更することについて協議を行うため、地方自治法の規定により提案するもの。 

      議案第４１号から４２号については、町道の路線廃止及び認定について議会の議決を

求めるものであります。 

      続きまして、補正予算関係議案について申し上げます。 

      初めに、各会計に計上しております人件費に関する補正予算についてですが、それぞ

れ当初予算編成後の人事異動等に係る人件費の調整額を措置しておりますので、人件費

以外の主な項目について申し上げます。 

      それでは、議案第４３号平成３０年度山元町一般会計補正予算（第２号）（案）につ

いて申し上げます。 

      初めに、歳出予算の総務費については、一般管理費において新庁舎移転にあわせ仮設

庁舎並びに新旧耐火書庫の文書を整理するに当たり、現行の文書管理ルールの見直しを

行うための経費を計上するとともに、平成３２年度から会計年度任用職員制度が施行さ

れるに当たり、例規の整備や職員研修等を行うための経費を追加措置するものでありま

す。 

      また、財産管理費においては、復興交付金第２１回申請に伴う交付決定額や決算剰余
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金に含まれていた前年度繰越事業の既収入特定財源のうち、復興関連事業分の財源を基

金に積み戻すため、震災復興交付金基金の積立金を増額するとともに、新庁舎の議場等

で使用する音響・録音等設備の整備に係る経費を追加措置するものであります。 

      次に、民生費については、児童館費において子育てをお願いしたい人と子育てを手伝

いたい人をつなぎ、地域で助け合いながら子育てを行うため、こどもセンター内に設置

する「ファミリー・サポート・センター」の運営を委託する経費を追加措置するもので

あります。 

      次に、衛生費については、保健衛生復興推進費において今年度から新設された県補助

金を活用し、新たに骨髄バンクドナーの通院費及びがん患者の医療用ウィッグの購入費

の助成を実施するための経費を追加措置するものであります。 

      次に、農林水産業費については、農地復興推進費において農地整備事業、山元東部地

区で集積、再配置される非農用地を対象とした用地造成費について復興交付金の交付決

定に基づき追加措置するものであります。 

      次に、土木費については、道路橋梁復興推進費において笠野地区と国道６号を結ぶ高

瀬片平山線の舗装補修工事に係る経費について復興交付金の交付決定に基づき増額措置

するものであります。 

      また、河川改良費において、林野庁の保安林復旧工事にあわせて一の沢川の護岸改修

工事を実施するため必要な経費を増額したほか、住宅管理費においては、平成２９年度

決算に伴い、町営住宅家賃収入から諸経費への充当残額を町営住宅基金に積み立てるも

のであります。 

      次に、消防費については、非常備消防費において消防団員のヘルメットを整備する事

業について補助金の交付決定に基づき追加するとともに、常備消防費については、消防

広域化に伴い、来年４月から新たな組織での運営が開始されるに当たり、消防署員の制

服整備等の設立準備に係る経費について増額措置するものであります。 

      次に、教育費については、深山山麓少年の森管理経費において、登山客等の増加に伴

う駐車場不足等を解消することを目的とした関係経費を追加するとともに、当初予算で

計上していた遊具更新経費については、施設全体を見なおす時期に一体的に取り組むこ

ととしたことから、減額措置いたします。 

      また、社会教育施設計画費において、旧中浜小学校の校庭に震災にちなんだモニュメ

ントを設置するため、設計費を追加したほか、レクリエーション施設、いわゆるパーク

ゴルフ場の整備について、本町における事業の可能性を把握すべく、市場調査や採算性

調査を実施するための経費を追加措置するものであります。 

      さらに、体育振興費においては、絆・コミュニティー再生と活性化を促すため、地区、

職場対抗の綱引き大会を実施するための経費を追加措置するものであります。 

      最後に、債務負担行為の補正については、会計年度任用職員制度、例規整備等支援業

務の次年度執行分に要する経費について期間及び限度額を設定するものであります。 

      ただいま御説明申し上げました歳出予算に見合う財源としては、国庫支出金及び前年

度繰越金を増額するとともに、最終的な財源調整として、財政調整基金の取り崩しを増

額措置した結果、歳入歳出それぞれ約１２億６，０００万円増額し、総額を１２５億８，

０００万円余とするものであります。 

      続きまして、各特別会計補正予算案について申し上げます。 
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      議案第４４号平成３０年度山元町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

（案）について申し上げます。 

      歳出予算のうち、総務費及び諸支出金については、前年度事業の精算に伴う一般会計

への繰出金及び国、県等に対する返還金を追加措置するものであります。 

      以上、歳出予算に見合う財源としては、一般会計繰入金及び決算に伴う前年度繰越金

を増額措置し、最終的には財政調整基金の取り崩しの減額をもって財源調整した結果、

今回の補正額は約３，４００万円を追加し、歳入歳出予算額の総額を１９億２，０００

万円余とするものであります。 

      次に、議案第４５号平成３０年度山元町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

（案）について申し上げます。 

      歳出予算のうち諸支出金については、前年度事業の精算に伴う繰越金相当額を一般会

計に対し繰出金として追加措置するものであります。 

      以上、歳出予算に見合う財源としては、繰越金をもって充当した結果、今回の補正額

は約１００万円を追加し、歳入歳出予算額の総額を１億７，０００万円余とするもので

あります。 

      次に、議案第４６号平成３０年度山元町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

（案）について申し上げます。 

      歳出予算のうち諸支出では、前年度事業の精算に伴う一般会計への繰出金を追加する

とともに、前年度補助事業等の精算に伴う国、県等に対する返還金を追加措置するもの

であります。 

      以上、歳出予算に見合う財源としては、一般会計繰入金及び決算に伴う前年度繰越金

等を増減し、最終的には介護保険事業基金の取り崩しの増額をもって財前調整した結果、

今回の補正額は約２，４００万円を追加し、歳入歳出予算額の総額を１４億６，０００

万円余とするものであります。 

      次に、議案第４７号平成３０年度山元町水道事業会計補正予算（第１号）（案）につ

いて申し上げます。 

      水道事業収益において一般会計からの補助金のうち、高料金対策に係る経費について

今年度の補助額が確定したことから、減額措置するものであります。 

      今回の補正額は、収益的収入を約４００万円減額し、総額４億４，０００万円余に、

収益的支出を約１０万円減額し、総額４億円余に、資本的支出を４万円増額し、総額３

億１，０００万円余とするものであります。 

      次に、議案第４８号平成３０年度山元町下水道事業会計補正予算（第１号）（案）に

ついて申し上げます。 

      資本的支出において、坂元地区公共下水道切替マンホールポンプ工事について、県と

の協議により繰越予算で執行することとなったことから、工事費を減額するものであり

ます。 

      今回の補正額は、資本的収入を９，０００万円減額し、３億４，０００万円余に、資

本的支出を約９，０００万円減額し、５億８，０００万円余とするものであります。 

      以上、平成３０年第３回山元町議会定例会に提出しております議案の概要についてご

説明申し上げましたが、各種議案等の細部につきましては、さらに関係課室長に説明を

させますので、よろしくご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 
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      なお、今会期中に頭無西牛橋線橋梁撤去工事ほか３件の工事契約案件及び教育委員の

任命につき同意を求めることについてを追加提案する予定でおりますので、ご提案申し

上げた際にはご可決を賜りますよう、あわせてお願い申し上げます。以上でございます。 

議 長（阿部 均君）これで提出議案の説明を終わります。 

                                             

議 長（阿部 均君）この際、暫時休憩といたします。再開は１１時１０分といたします。 

午前１１時００分  休 憩 

                                             

午前１１時１０分  再 開 

議 長（阿部 均君）再開いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第４．報告第１１号を議題とします。 

      本案について報告を求めます。 

施設管理室長（山本勝也君）はい、議長。報告第１１号専決処分の報告についてご説明申し上げま

す。 

      地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、議会の議決により指定された町長の専

決処分事項について次のとおり専決処分するものです。 

      概要につきましては、第３回議会定例会配布資料№１でご説明いたしますので、ご準

備願います。 

      本件は、町道１号東街道線（その２）、町道補修工事において契約内容の一部に変更

が生じたことから、変更契約を締結したものです。 

      次に、主な項目と内容を説明させていただきます。 

      １．契約の目的、２．契約の相手方につきましては、記載のとおりとなっております。 

      ３．契約金額、原契約が１億２，１３３万８，０００円、消費税を含みます。変更額

が１億１，９７８万９，２８０円、消費税を含みます。減額１５４万８，７２０円、消

費税を含みます。１．２８パーセントの減となっております。 

      ４．工事の場所、山元町山寺地内ほかとなっております。 

      ５．工事の概要、変更分になりますが、表層工が２万２，９７０平米に対しまして、

変更で２万１，６３０平米、３４０平米の減となっております。路上路盤再生工、２万

２，９７０平米が２万１，７７０平方キロメートル、１，２００平米の減となっており

ます。 

      ６．工期、平成２９年１２月８日から平成３０年８月３１日まで、こちら変更ありま

せん。 

      ７の変更理由ですが、現場精査の結果、表層工及び路上再生路盤工の面積が減となっ

たものとなっております。 

      次ページのほうに施工位置図をつけております。ブルーの円で囲まれている中の黒実

線のところが施工範囲となっております。 

      １ページにお戻り願います。 

      議会の議決経緯は、記載のとおりとなっております。 

      以上で報告第１１号の説明とさせていただきます。よろしくお願いします。 

議 長（阿部 均君）報告第１１号専決処分の報告について（工事請負契約金額の変更）を終わり
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ます。 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第５．報告第１２号を議題とします。 

      本案について説明を求めます。 

施設管理室長（山本勝也君）はい、議長。報告第１２号専決処分の報告について説明申し上げます。 

      地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、議会の議決により指定された町長の専

決処分事項について次のとおり専決処分するものです。 

      概要につきましては、第３回議会定例会配布資料№２でご説明いたしますので、ご準

備願います。 

      本件は、町道１号東街道線（その３）工事、町道補修工事において契約内容の一部に

変更が生じたことから、変更契約を締結したものです。 

      次に、主な項目と内容を説明させていただきます。 

      １．契約の目的、２．契約の相手方につきましては、記載のとおりとなっております。 

      ３．契約金額、原契約が１億１，３１８万４，０００円、消費税を含みます。変更額

が１億１，６１７万２，３６０円、消費税を含みます。増額２９８万８，３６０円、消

費税を含みます。２．６４パーセントの増となっております。 

      ４．工事の場所、山元町久保間地内ほかとなっております。 

      ５．工事の概要、変更分になりますけれども、路面切削工が４，７３０平米増となっ

ております。 

      ６．工期、平成２９年１２月８日から平成３０年８月３１日まで、変更ありません。 

      ７の変更理由ですが、施工前に既設舗装圧を調査したところ、既設舗装圧が当初計画

の５センチではなく、１０センチあったことから、その範囲については先に舗装を５セ

ンチ切削してから路上路盤再生を行う方法に変更したことにより、増額となったもので

す。 

      こちら、先ほどの報告第１１号の概要書の２ページの図面のほうに施工位置を載せて

おりまして、赤の範囲で載せている円の範囲の中の黒実線の東街道となっております。 

      配布資料のほうにお戻り願います。 

      議決経緯は、記載のとおりとなっております。 

      以上で報告第１２号の説明とさせていただきます。よろしくお願いします。 

議 長（阿部 均君）報告第１２号専決処分の報告について（工事請負契約金額の変更）を終わり

ます。 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第６．報告第１３号を議題とします。 

      本案について報告を求めます。 

施設管理室長（山本勝也君）はい、議長。報告第１３号専決処分の報告についてご説明申し上げま

す。 

      地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、議会の議決により指定された町長の専

決処分事項について次のとおり専決処分するものです。 

      概要につきましては、第３回議会定例会配布資料№３で説明いたしますので、ご準備

願います。 

      本件は、町道２号大平石橋線外ほか４路線町道補修工事において、契約内容の一部に
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変更が生じたことから、変更契約を締結したものです。 

      次に、主な項目と内容を説明させていただきます。 

      １．の契約の目的、２．の契約の相手方は記載のとおりとなっております。 

      ３．の契約金額、原契約１億３，９６８万７，２００円、消費税を含みます。変更額

が１億４，３９０万８，９２０円、消費税を含みます。増額４２２万１，７２０円、消

費税を含みます。３．０２パーセントの増となっております。 

      ４．工事の場所、山元町牛橋地内外となっております。 

      ５．の概要、変更分になりますが、こちらも路面切削工が３，５９３平米の増となっ

ております。 

      ６．工期、平成２９年１２月８日から平成３０年８月３１日までとなっております。 

      ７．変更理由、施工前に既設舗装圧を調査したところ、既設舗装圧が当初計画の５セ

ンチではなく１０センチあったことから、その路線については、先に舗装を５センチ切

削してから路上再生路盤を行う工法に変更したことにより増となったものです。 

      こちらも先ほどの報告第１１号の概要書の２ページのほうに資料つけてまして、緑の

円のところが施工範囲となっております。 

      ８．議決経緯につきましては、記載のとおりとなっております。 

      以上で報告第１３号の説明とさせていただきます。よろしくお願いします。 

議 長（阿部 均君）報告第１３号専決処分の報告について（工事請負契約金額の変更）を終わり

ます。 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第７．報告第１４号を議題とします。 

      本案について報告を求めます。 

施設管理室長（山本勝也君）はい、議長。報告第１４号専決処分の報告についてご説明申し上げま

す。 

      地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、議会の議決により指定された町長の専

決処分事項について次のとおり専決処分するものです。 

      概要につきましては、第３回議会定例会配布資料№４で説明いたしますので、ご準備

願います。 

      本件は、町道８号高瀬中央線ほか１路線町道補修工事において、契約内容の一部に変

更が生じたことから、変更契約を締結したものです。 

      次に、主な項目と内容を説明させていただきます。 

      １．の契約の目的、２．の契約の相手方につきましては、記載のとおりとなっており

ます。 

      ３．契約金額、原契約が１億９９９万１，５２０円、消費税を含みます。変更額が１

億１，３１６万２，４００円、消費税を含みます。増額３１７万８８０円、消費税を含

みます。２．８８パーセントの増となっております。 

      ４．工事の場所、山元町高瀬地内ほかとなっております。 

      ５．の概要ですが、変更分の説明になりますけれども、区画線工。外側線、実線が５，

１１０メーターの増となっております。 

      ６．工期、平成２９年１２月８日から平成３０年８月３１日まで。変更ありません。 

      ７．変更理由になります。変更分の町道高瀬中央線において舗装工事を行う前に車道



-17- 

両端の路肩に堆積した土砂を撤去したところ、両側に外側線が引かれたことから、舗装

復旧後に同じように外側線を設置したことにより増となったものです。 

      こちらにつきましても報告第１１号の概要書の２ページの図面のほうに位置図をつけ

てまして、ピンクの円の中のところが今回の施工範囲となっております。 

      概要書のほうにお戻り願います。 

      ８．議決経緯につきましては、記載のとおりとなっております。 

      以上で報告第１４号の説明とさせていただきます。よろしくお願いします。 

議 長（阿部 均君）報告第１４号専決処分の報告について（工事請負契約金額の変更）を終わり

ます。 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第８．報告第１５号を議題とします。 

      本案について報告を求めます。 

施設管理室長（山本勝也君）はい、議長。報告第１５号専決処分の報告について説明申し上げます。 

      地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、議会の議決により指定された町長の専

決処分事項について次のとおり専決処分するものです。 

      概要につきましては、第３回議会定例会配布資料№５でご説明いたしますので、ご準

備願います。 

      本件は、町道９号真庭線ほか２路線町道補修工事において、契約内容の一部に変更が

生じたことから、変更契約を締結したものです。 

      次に、主な項目と内容を説明させていただきます。 

      １．の契約の目的、２．の契約の相手方につきましては、記載のとおりとなっており

ます。 

      ３．契約金額、原契約が１億５６２万４，０００円、消費税を含みます。変更額が１

億７６万５，０８０円、消費税を含みます。減額４８５万８，９２０円、４．６パーセ

ントの減となっております。 

      ４．工事の場所、山元町真庭地内ほかとなっております。 

      ５．工事の概要ですが、変更分になりますが、裏面をお開き願います。施工延長が３，

４６５メートルが３，２９４メートル、１７１メーターの減。表層工が１万９，７１０

平米が１万７，８９０平米。１，８２０平米の減。路上再生路盤工が１万９，７１０平

米が１万７，８７０平米、こちらが１，８４０平米の減となっております。 

      表面にお戻り願います。 

      ６．工期、平成２９年１２月８日から平成３０年８月３１日まで。変更ありません。 

      ７．変更理由、施工前に既設舗装状況を調査したところ、町道真庭線の一部の範囲に

おいて、その範囲を通行している土どり事業者が舗装補修工事を実施したことから、そ

の範囲の施工を減したものとなっております。 

      こちらも報告第１１号の概要書の２ページのほうに施工範囲を載せてまして、黄色の

円で囲んである黒実線のところが施工範囲となっております。 

      概要書のほうにお戻り願います。 

      ８．議決経緯につきましては、記載のとおりとなっております。 

      以上で報告第１５号の説明とさせていただきます。よろしくお願いします。 

議 長（阿部 均君）報告第１５号専決処分の報告について（工事請負契約金額の変更）を終わり
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ます。 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第９．承認第５号を議題とします。 

      本案について説明を求めます。 

生涯学習課長（佐山 学君）はい、議長。それでは、承認第５号専決処分の承認を求めることにつ

いてご説明申し上げます。 

      地方自治法の規定により、訴えの提起を別紙のとおり専決処分したので、同法の規定

により、これを報告し、承認を求めるものであります。 

      専決処分を行った内容については、議案の概要にてご説明いたしますので、配布資料

№６をお手元にご準備願います。 

      本件は、訴訟手続により、調査報告書作成業務を町に委託するとの意思表示と、その

意思表示の成立を条件として金員の支払いを請求することについて専決処分したので、

その承認を求めるものであります。 

      １．対象となる遺跡は、山元町坂元にある犬塚遺跡でございます。 

      ２．事件名は、業務委託契約締結意思表示等請求事件です。 

      ３．相手方については、滋賀県にございます表記事業者でございます。 

      ４．事件の概要については、中浜地区土砂採取事業に伴い実施した犬塚遺跡埋蔵文化

財発掘調査業務、こちらは、現地調査業務と調査報告書作成業務のことを指しますが、

これらに係る経費については、事前協議により、相手方が負担することで合意を得てお

りました。平成２６から２７年度に実施した業務では、この合意に基づき、事業主から

経緯の支払いがありましたが、その後の調査報告書作成業務については、契約締結及び

経費の支払いを拒否する旨の文書が平成２８年７月に町に届けられました。その後協議

を進めてまいりましたが、契約締結の意思表示が得られる見通しが立たないことから、

調査報告書作成業務に係る契約締結及び経費の支払いを求めて、管轄裁判所であります

仙台地方裁判所に訴えの提起を行ったものであります。 

      ５．請求の趣旨については、町に対し埋蔵文化財発掘調査報告書作成業務委託契約書

記載の内容の調査報告書作成業務に委託するとの意思表示を示していただきたいこと、

また、その条件を成立として、３，５４５万１，０００円を支払っていただきたいとの

内容になります。 

      ６．専決処分については、平成３０年６月２６日です。 

      以上が承認第５号訴えの提起についての概要となります。よろしくご理解の上、ご承

認賜りますようお願い申し上げます。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから質疑を行います。   質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）質疑なしと認めます。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから討論を行います。   討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）討論なしと認めます。 
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議 長（阿部 均君）これから承認第５号専決処分の承認を求めることについてを採決します。 

      お諮りします。 

      本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。 

      承認第５号は原案のとおり承認されました。 

                                             

議 長（阿部 均君）以上で本日の議事日程は全部終了しました。 

      本日はこれで散会します。 

      次の会議は９月４日午前１０時開議であります。 

午前１１時３０分 散 会 

                                             

 


